
建築士試験合格者セミナー

「けんちくラーニングのススメ」
日時：２０１7年２月２６日（日）　１０：００～１５：００
会場：神奈川県建設会館２Ｆ講堂
費用：平成２８年建築士試験合格者は無料

ご参加は事前エントリーが必要です

第１部

第３部

第２部
今さら聞けない・確認申請講座
実務に役立つ「建築士法」
免許証明書交付式・祝賀会

※免許証明書交付人数により時間が前後する場合がございます。



一級・二級・木造建築士試験合格者のみなさま、合格おめでとうございます！

やっと手にした「建築士」。ところが、手にした瞬間から「こんな事も知らなかったの？」というプレッシャーが待ち受けています。「聞
くは一時の恥」で済まされるこのタイミングでこそ、建築士の主要業務のひとつである確認申請業務について「一生恥じる」ことが無
いよう、審査の第一線で活躍される確認審査機関の建築確認審査員にお越しいただき、最近の法改正の動向なども踏まえながらお話を
伺うほか、皆様からのご質問にお答えします。（講師：一般財団法人神奈川県建築安全協会）

登録が完了すればみなさん「建築士」です。定期講習、事務所の開設、報酬の決め方…、実務を通じて必要な「建築士法」を実務を行っ
ている立場から解説いたします。試験勉強では触れられなかった建築士法を、試験に合格した今だからこそ再確認し、活かす術をお話
しいたします。

所定の期日までに免許登録の受け付けが済み、本セミナーへ事前エントリーを頂けた方は、免許の交付を行うことができます（免許の
発行が先の方、この先に登録される方でも、このセミナーは受講可能です）。身分証明、印鑑、引き換えハガキをお持ちください！また
私たち神奈川県建築士会の若手チームである青年委員会より、合格者の皆様にささやかながらの祝賀会を開催したいと思います。

●主催・お問い合わせ・お申し込み先

（一社）神奈川県建築士会・青年委員会

https://www.facebook.com/YAKanagawa

お待ちしています！

専用メールアドレス： seinen@kanagawa-kentikusikai.com
Tel：045-201-1284　Fax：045-201-0784

第１部　　今さら聞けない確認申請講座

第２部　　実務に役立つ「建築士法」

第３部　　免許証明書交付式・祝賀会

● このイベントへのご参加は必ずエントリーをお願い致します

● 当日必ずお持ちいただくもの（免許の交付を当日受ける方のみ）

セミナー（１部、２部）を受講された方のみ３部の交付式に参加できます。
■ 免許証明書交付を希望される方
１）下記の期日までに神奈川県建築士会に免許申請を行って下さい。

２）２０１７年２月２３日までにエントリーを行って下さい。
３）２月２４日頃にハガキが到着しますので、当日は必ずお持ち下さい。

① 免許証明書交付をお知らせする通知ハガキ
② 免許登録時に使用した身分証明書（運転免許証など）
③ 印鑑（認印） ※業務の関係で先に免許証明書を受領された方は免許証明書

■ 免許証明書交付を希望されない方
　 （授与式より先に受領予定、交付式より後に受領予定）
１）２０１７年２月２３日までにエントリーを行って下さい。

エントリーは本会事務局窓口、もしくは
メールにてエントリーを行って下さい。

１） メールタイトルを「２月２６日セミ
 ナー参加希望」と記し、
２） お名前（ふりがな）
３） 当日のご連絡先（携帯番号／メール
 アドレス）
４） 合格した受験番号
５） （免許証明書交付をご希望される方は）申請時に交付
 された受付番号

以上を記して、以下アドレスへ送信下さい。
seinen@kanagawa-kentikusikai.com

●交通のご案内
みなとみらい線日本大通駅、JR 京浜東北線関内駅、横浜市営地下鉄関内駅
（南口）より いずれも徒歩 5 分
※JR 関内駅南口から、ベイスターズ通りを県庁方向へ進み、関内チケット
サービスさんの交差点を左折した右側が会館です（当日は神奈川県建築士会・
青年委員会の幟旗を立てておきます）。

●建築士会とは？
「建築士会」は建築士個人の資質・技能向上、建築士の職能を活かした社会貢
献を通じ、消費者を含めた「社会から信頼される建築士制度」を実現する事を
目的にした「資格者団体」で、一人ひとりの建築士が参加することによって構
成されています。建築士会に入会し、建築士としての自覚を高めましょう！

建築士会 Facebook

一級建築士：2017 年 1月 11 日（水）
二級建築士・木造建築士：2017 年 1月 18 日（水）

開催日当日、事務局はお休みになっていますので電話連絡、メールの受信はできません。
悪しからずご了承願います。


